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島
市
）
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業
務
内
容
は
。

　
大
学
卒
業
後
に
入
社
し

て
今
年
で
８
年
目
に
な
り

ま
す
。
現
在
は
、
個
人
の

お
客
さ
ま
を
中
心
に
自
動

車
保
険
等
の
損
害
保
険
や

生
命
保
険
を
ト
ー
タ
ル
で

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
対

話
を
通
じ
て
親
し
み
を

持
っ
て
も
ら
い
、
お
客
さ

ま
に
身
近
な
存
在
で
い
ら

れ
る
よ
う
心
掛
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
休
日
は
。

　
２
歳
に
な
る
息
子
と
砂

遊
び
な
ど
を
し
て
い
ま
す

が
、
私
の
方
が
本
気
に

な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す

（
笑
）
。
今
月
娘
も
生
ま
れ

る
予
定
な
の
で
、
お
ま
ま

ご
と
の
練
習
も
し
な
く
て

は
…
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
今
後
の
目
標
は
。

　
今
と
変
わ
ら
ず
、
お
客

さ
ま
が
お
困
り
に
な
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
し
っ
か

り
と
し
た
ご
案
内
を
し
て

い
き
た
い
で
す
。
ま
た
、

日
常
生
活
で
の
心
配
事
や

困
り
ご
と
の
解
消
も
行
い
、

地
域
社
会
の
発
展
に
貢
献

し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
国
土
交
通
省
は
、
建
設
業
法
の
解
体
工
事
業

許
可
の
経
過
措
置
（
技
術
者
要
件
）
の
期
限
を

３
カ
月
延
長
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
経
過
措
置

の
対
象
と
な
る
技
術
者
は
、
３
月
末
ま
で
に
登

録
解
体
工
事
講
習
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
っ
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

講
習
の
開
催
が
一
部
で
中
止
さ
れ
、
受
講
機
会

が
減
少
し
て
い
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
経
過
措
置

を
延
長
す
る
。
６
月
末
ま
で
は
、
引
き
続
き
講

習
を
受
講
し
て
い
な
い
技
術
者
を
営
業
所
専
任

技
術
者
な
ど
と
し
て
配
置
を
認
め
る
。
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本県のＣＣＵＳ登録者

区分 技能者 事業者

19年度末時点 1,984 353

20年度

４月 141 31

５月 223 40

６月 199 64

７月 385 43

８月 204 31

９月 281 46

10月 270 57

11月 258 49

12月 234 50

１月 192 31

２月 227 36

累計 4,598 831

　
建
設
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム

（
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
）
に
関

す
る
県
内
の
事
業
者

登
録
数
が
初
め
て
８

０
０
社
を
上
回
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
単
月
の
登

録
数
は
や
や
鈍
化
し

た
も
の
の
、
２
月
末

時
点
で
８
３
１
社
ま

で
達
し
た
状
況
。

技
能
者
の
単
月
登

録
数
は
２
カ
月
ぶ

り
に
２
０
０
人
台

ま
で
回
復
し
、
累

計
で
４
５
９
８
人

と
な
っ
た
。

　
建
設
業
振
興
基

金
の
集
計
に
よ
る

と
、
２
月
の
県
内

事
業
者
登
録
数
は


社
で
前
月
（


社
）
と
比
べ
て
５

社
増
加
。
１
月
に

続
い
て

社
台
と

大
き
な
伸
び
に
は

至
ら
な
か
っ
た
が
、

累
計
で
初
め
て
８

０
０
社
台
に
到
達
し
た
。

技
能
者
は
２
２
７
人
が
登

録
し
、
前
月
（
１
９
２
人
）

よ
り
も

人
多
か
っ
た
。

　
本
県
の
登
録
数
を
九
州

各
県
で
み
る
と
、
事
業
者

数
は
福
岡
（
３
４
８
６
社
）

に
次
い
で
２
番
目
、
技
能

者
数
は
福
岡
（
１
万
６
９

２
６
人
）
、
熊
本
（
５
１

５
９
人
）
に
続
い
て
３
番

目
を
維
持
し
た
。

　
全
国
の
登
録
数
は
、
事

業
者
が
９
万
５
３
６
９
社
、

技
能
者
は

万
５
８
２
２

人
。
都
道
府
県
別
で
は
い

ず
れ
も
東
京
が
最
も
多
く
、

事
業
者
が
唯
一
の
１
万
台

と
な
る
１
万
２
４
２
６
社
、

技
能
者
は
５
万
２
８
２
２

人
と
突
出
し
て
い
る
。

　
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
は
、
東

日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら

き
ょ
う

日
で

年
が
経

過
す
る
の
に
合
わ
せ
、

「
東
日
本
大
震
災
復
興
支

援
事
業
記
録
集
～
津
波
被

災
地
域
で
の


年
の
歩
み

～
」
＝
写
真

＝
を
発
刊
し

た
。

　
発
災
直
後

か
ら
Ｕ
Ｒ
は

被
災
地
に
職

員
を
派
遣
し
、
そ
の
後
も

復
旧
・
復
興
支
援
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
１
３
１
４


の
復
興
市
街
地
整
備
や
、

５
９
３
２
戸
の
災
害
公
営

住
宅
整
備
を
は
じ
め
、
復

興
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
な
ど
の
支
援
を
展

開
。
ピ
ー
ク
時
（

年
７

月
）
に
は
４
６
０
人
体
制

で
現
地
で
の
事
業
に
当

た
っ
た
。

　
記
録
集
に
は
、
Ｕ
Ｒ
の

復
興
ま
ち
づ
く
り
支
援
の

概
要
や
、
各
地
区
で
行
っ

た
復
興
市
街
地
整
備
や
住

宅
整
備
な
ど
を
ま
と
め
た
。


年
末
に
開
設
し
た
特
設

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
津
波
被

災
地
域
で
の

年
の
歩
み
」

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
。

　
２
０
１
６
年
６
月
に

解
体
工
事
業
の
業
種
区

分
が
建
設
業
許
可
に
新

設
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
、

許
可
・
技
術
者
要
件
に

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ

た
。
こ
の
う
ち
、
と
び
・

土
工
工
事
業
の
許
可
で

解
体
工
事
を
請
け
負
う

こ
と
が
で
き
る
許
可
の

経
過
措
置
は

年
５
月

に
終
了
し
た
。

　
一
方
、

年
３
月
末
に

終
了
す
る
技
術
者
要
件
の

経
過
措
置
で
は
、

年
度

ま
で
に
合
格
し
た
土
木

施
工
管
理
技
士
や
建
築
施

工
管
理
技
士
ら
に
営
業
所

専
任
技
術
者
・
監
理
技
術

者
・
主
任
技
術
者
と
な
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
経
過
措
置
終
了
後
は
、

全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー

と
全
国
解
体
工
事
業
団
体

連
合
会
（
全
解
工
連
）
が

開
く
登
録
解
体
工
事
講
習

を
受
講
す
る
か
、
解
体
工

事
業
の
実
務
経
験
が
１
年

以
上
な
い
と
、
解
体
工
事

の
技
術
者
と
し
て
認
め
ら

れ
な
く
な
る
。

　
２
月
末
時
点
で
、
経
過

措
置
の
対
象
で
あ
る
技
術

者
を
解
体
工
事
の
営
業
所

専
任
技
術
者
と
し
て
配
置

し
て
い
る
許
可
業
者
は
１

万
１
４
５
６
者
。
国
交
省

は
、
３
月
末
ま
で
の
早
期

に
登
録
講
習
の
受
講
を
呼

び
掛
け
、
３
月
の
講
習
の

定
員
を
通
常
の
３
・
４
倍

に
当
た
る
約
８
５
０
０
人

分
確
保
し
た
が
、
受
講
機

会
が
十
分
で
な
い
と
判
断
、

経
過
措
置
の
延
長
を
決
め

た
。

　
３
月
下
旬
に
建
設
業
法

施
行
規
則
を
改
正
し
、
経

過
措
置
を
６
月

日
ま
で

延
長
す
る
。
解
体
工
事
業

の
許
可
の
継
続
を
希
望
す

る
許
可
業
者
は
、
期
限
ま

で
に
対
象
の
技
術
者
に
登

録
講
習
を
受
講
さ
せ
、
許

可
行
政
庁
に
変
更
届
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
。

』
』
』
』
』
』
』

　
鹿
児
島
労
働
局
は
、
１

月
の
県
内
雇
用
失
業
情
勢

を
ま
と
め
た
。
新
規
求
人

数
は
前
年
同
月
比
０
・
１

％
減
の
１
万
４
９
５
４
人
。


カ
月
連
続
の
マ
イ
ナ
ス

と
な
っ
た
も
の
の
、
若
干

回
復
の
兆
し
が
見
え
始
め

た
。
産
業
別
で
は
、
建
設

業
が
プ
ラ
ス

・
６
％
の

１
４
８
８
人
と
大
幅
に
増

え
、
全
体
の
底
上
げ
に
寄

与
し
た
。

　
建
設
業
の
新
規
求
人
数

の
推
移
は
、
２
０
２
０
年


月
１
４
２
４
人
（
前
年

同
月
比

％
増
）
、

月

１
３
７
２
人
（
同
９
・
５

％
増
）
と
推
移
。

月
は

１
１
８
４
人
（
同
１
％
減
）

と
３
カ
月
ぶ
り
の
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

１
月
は
再
度
増
加
に
転
じ

た
。

　
他
産
業
を
み
る
と
、
長

き
に
わ
た
っ
て
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

に
よ
る
影
響
が
続
い
て
い

た
が
、
１
月
は
建
設
業
の

ほ
か
、
製
造
業
（
１
１
６

８
人
、
前
年
同
月
比
８
・

２
％
増
）
、
医
療
・
福
祉

（
４
９
２
５
人
、
同
５
・

８
％
増
）
も
増
加
。
マ
イ

ナ
ス
分
で
は
、
運
輸
業
・

郵
便
業
（
４
４
７
人
、
同


・
３
％
減
）
の
下
げ
幅

が
最
大
だ
っ
た
。

　
１
月
の
県
内
有
効
求
人

倍
率
は
、
前
月
比
０
・


ポ
イ
ン
ト
増
の
１
・

倍
。

　
◆
震
災
か
ら

年
、
市

街
地
復
興
の
ノ
ウ
ハ
ウ
提

言
　
国
土
交
通
省
の
「
東

日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波

被
害
か
ら
の
市
街
地
復
興

事
業
検
証
委
員
会
」
は
、

市
街
地
復
興
の
ノ
ウ
ハ
ウ

や
教
訓
を
次
の
災
害
に
生

か
す
た
め
の
提
言
を
大
筋

で
ま
と
め
た
。
提
言
で
は
、


年
間
の
市
街
地
復
興

事
業
の
成
果
を
評
価
し
つ

つ
、
一
部
に
未
利
用
地
が

生
じ
た
こ
と
を
課
題
と
し

て
指
摘
。
今
後
の
大
規
模

災
害
の
発
生
時
に
は
、
人

口
減
少
の
傾
向
や
生
活
再

建
の
プ
ロ
セ
ス
に
応
じ
た

被
災
者
の
意
向
の
変
化
を

把
握
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。

　
提
言
で
は
、
被
災
者
の

意
向
が
変
化
す
る
こ
と
を

前
提
に
工
区
の
分
割
な
ど
、

柔
軟
な
対
応
を
講
じ
る
べ

き
だ
と
し
た
。
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